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平成２０年度宜野湾市水道事業会計決算審査意見書

第１． 審査の概要

１． 審査の対象

平成２０年度宜野湾市水道事業会計決算１．

２． 審査の期間

平成２１年５月２９日から平成２１年７月１０日まで２．

第２． 審査の方法

決算審査にあたっては、決算報告書及び財務諸表その他附属書類が地方公営企業法等。

関係法令に基づいて作成されているか、決算諸表の計数の正確性、財政状態及び経営成績

を適正に表示しているか、会計処理が適正に行われているかについて、関係書類、伝票及び

諸帳簿との照合等のほか、貯蔵品のたな卸しに立会し、在庫高の確認を行い、関係職員の説

明を聴取して審査を実施した。

また、本事業の経営内容を把握するため計数の分析を行い、事業の運営が常に企業の経

済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するという法令の趣旨に則って事業運営がなされ。

たかについて考察した。。

第３． 審査の結果

１． 決算諸表について

審査に付された決算報告書、財務諸表及びその他附属書類はいずれも関係法令に基１

づいて作成され、計数は関係書類、伝票及び諸帳簿と符合し、正確であり、経営成績及び

財政状態は適正に表示されているものと認めた。

２． 業務実績について

本年度における給水人口は９２ ２７２人で、総人口に対する普及率は１００％である。給１ ,

水人口を前年度と比較すると６９８人増加し、給水戸数は３８ ０５８戸で、前年度より５０６戸,

増加している。

総配水量については１０ ３０９ ８５６㎥で、前年度より１８１ ７８３㎥（１ ７３％）減少し、有収, , , .

水量も９ ９７９ ３９９㎥で、前年度より８２ ３５５㎥（０ ８２％）減少している。, , , .

なお、総配水量に対する有収水量の割合を示す有収率については９６ ７９％で、前年度.

より０ ８９ポイント増加している。.

- 1 -

区分 総配水量 有収水量 有収率 １? 当り １? 当り
年度 （受水量）? （給水量）? ％ 使用料 受水費

10,309,856 9,979,399 96.79 1,952,528,030 195.66 1,106,783,654 107.35

10,491,639 10,061,754 95.90 1,972,776,010 196.07 1,126,298,424 107.35

△ 181,783 △ 82,355 0.89 △ 20,247,980 △ 0.41 △ 19,514,770 0

△ 1.73% △ 0.82% △ 1.03% △ 1.73%

平成20年度

平成19年度

増・減（△）

増 減 率

※ 有収水量等の前年度比較

（税込）単位：円

水道使用料 受水費



３． 予算執行について

( ) 収益的収入及び支出1

収 入

収益的収入は別表１の収益的収入及び支出のとおりであり、予算額２ ０８７ ７８３ ０００, , ,

円に対し、決算額は２ ０５５ ２０５ ４８０円で、執行率は９８ ４４％である。, , , .

本年度水道事業収益の決算額は、前年度決算額に比べ１４ ３１１ ８５８円（０ ６９％）, , .

減少となっている。

これは、有収水量の落込みに伴い給水収益（水道使用料）が前年度に比べ

２０ ２４７ ９８０円（１ ０３％）減少したことが最大の要因である。, , .

支 出

本年度費用は別表１の収益的収入及び支出のとおりであり、予算額１ ９６８ ８９２ ０００, , ,

円に対し、決算額は１ ８９１ ５３９ ２０１円で、執行率は９６ ０７％である。決算額は、前年, , , .

度より２ ４９６ ０９０円（０ １３％）減少となっている。, , .

これは、前年度に比べ営業費用については、主に各種修繕費が２６ ３５８ ８６０円（２, ,

９．１８％）増加となったものの営業外費用については企業債利息が２１ ０８２ １２４円（４, ,

８ ６６％）減少したのが主な要因である。.

水道事業費用の決算額の内訳については、次表のとおりである。

( ) 資本的収入及び支出2

収 入

資本的収入は別表２の資本的収入及び支出のとおりであり、予算額４６ ２０３ ０００円, ,
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給水収益 その他営業収益

1,952,528,030 86,083,352 12,436,855 4,157,243 2,055,205,480

1,972,776,010 83,760,891 9,492,307 3,488,130 2,069,517,338

△ 20,247,980 2,322,461 2,944,548 669,113 △ 14,311,858

△ 1.03% 2.77% 31.02% 19.18% △ 0.69%

平成20年度

平成19年度

増・減（△）

増 減 率

※ 水 道 事 業 収 益 内 訳 の 前 年 度 比 較

（税込） 単位：円

区 分
年 度

水 道 事 業 収 益

営業収益
営業外収益 特別利益 合 計

営業費用 営業外費用 特別損失 予備費 合 計

1,845,372,497 44,980,124 1,186,580 0 1,891,539,201 96.07%

1,829,504,243 62,763,848 1,767,200 0 1,894,035,291 94.57%

15,868,254 △17,783,724 △580,620 0 △2,496,090 1.50%

0.87% △28.33% △32.86% ―― △0.13%

平成20年度

平成19年度

増・減（△）

増 減 率

※ 水道事業費用の前年度比較

（税込）単位：円

区分
年度

水 道 事 業 費 用
執行率



に対し決算額４０ ２００ ０００円で、決算額を前年度と比較した場合４２ ４９５ ７５０円, , , ,

（５１ ３９％）の減少となっている。.

本年度は、他会計出資金が前年度より増加はあったものの、年次的計画による事業

費の減により、補助金が前年度より４５ ０００ ０００円（５５ ５６％）減少しているためであ, , .

る。

支 出

資本的支出は別表２の資本的収入及び支出のとおりであり、予算額３０１ ０３１ ５００, ,

円に対し、決算額２４７ ５２２ ８１３円で、決算額を前年度と比較した場合１ ０９８ ３９７ １６, , , , ,

３円減少している。これは、配水施設費 １２６ ７４０ ０８０円（５０ ９７％）や企業債償還金, , .

１７７ ８８３ ９５８円（６０ ４４％）の減少、及び投資有価証券８００ ２５５ ０００円（皆減）が減, , . , ,

少したことによる。

また、資本的収入額が資本的支出額に不足する額２０７ ３２２ ８１３円は、過年度分損, ,

益勘定留保資金４０ ７１５ ９２７円及び当年度分損益勘定留保資金３４ １６６ ６０７円、建, , , ,

設改良積立金１２７ ２３６ ７１７円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額, ,

５ ２０３ ５６２円の内部資金で補てんされている。, ,

尚、企業債に係る元利償還額は、元金１１６ ４２８ ９５４円、利息２２ ２４１ ９２４円で、未, , , ,

償還残高は５９２ ９９２ ９１１円となっている。, ,

４． 経営状況について

(１) 経営成績

水道事業の経営成績は別表４の比較損益計算書のとおりである。。

本年度の営業利益は１６４ ８９２ ８１３円で、前年度より３２ １８５ ０４３円（１６ ３３％）減, , , , .
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そ の 他

資本的収入

0 36,000,000 0 4,200,000 40,200,000

0 81,000,000 0 1,695,750 82,695,750

0 △ 45,000,000 0 2,504,250 △ 42,495,750

―― △ 55.56% ―― 147.68% △ 51.39%

※ 資 本 的 収 入 の 決 算 額 前 年 度 比 較

（税込） 単位：円

区 分
年 度

企業債 補助金 他会計出資金 合 計

平成20年度

平成19年度

増・減（△）

増 減 率

配水施設費 営業設備費

121,928,303 5,308,414 116,428,954 3,857,142 0 247,522,813

248,668,383 826,540 294,312,912 1,857,141 800,255,000 1,345,919,976

△126,740,080 4,481,874△177,883,958 2,000,001△800,255,000 △1,098,397,163

△50.97% 542.25% △60.44% 107.69% （皆減） △81.61%

※ 資 本 的 支 出 の 決 算 額 前 年 度 比 較
（税込）単位：円

区分
年度

建設改良費 企業債
償還金

国庫補助金
返 還 金

投 資 合 計

平成20年度

平成19年度

増・減（△）

増 減 率



少し、経常利益も本年度１５５ ４２８ ６８４円で、前年度に比べ８ １７４ ３８２円（５ ００％）減, , , , .

少となっている。経営状況としては、総収益１ ９６４ ８８４ １２５円に対し総費用１ ８０６ ４８, , , , ,

２ ２６８円で純利益については１５８ ４０１ ８５７円で、前年度より６ ９３８ ７５８円（４ ２０％）, , , , , .

の減少となっている。

総費用を性質別に分類すると、別表３の性質別費用構成表のとおりである。

本年度の総費用は１ ８０６ ４８２ ２６８円で、前年度より５ ６６２ ６２０円（０ ３１％）減少し, , , , , .

ている。主な要因は、前年度より修繕費が２５ １０３ ５７６円（２９ １８％）増加となっている, , .

が、受水費１８ ５８５ ４９６円（１ ７３％）、支払利息２１ ０８２ １２４円（４８ ６６％）及び委託, , . , , .

料が８ ０４０ １８６円（１３ ８６％）それぞれ減少しているためである。, , .

経常収益（営業収益＋営業外収益）と経常費用（営業費用＋営業外費用）の相対的

な関連性を示す経常収支比率の推移は、次表のとおりである。

( ) 経営比率2

水道事業の経済性を評定するとされている経営比率を算出すると次表のとおりであ

る。

収益と費用の相対的な関連性を表す総収益対総費用比率は、前年度１０９ １２％に対.

し０ ３５ポイント低下したものの、１０８ ７７％と１００％を超えて良好な水準を保っている。. .

次に業務活動能力を表す営業収益対営業費用比率についても、前年度１１１ １５％に.

対し１ ９０ポイント低下したものの、今年度１０９ ２５％となっており、これも適正比率の１００. .

％を超えて引き続き良好な比率となっている。

また、経済活動のための投下資本がどれだけ利益を上げたかを表す経営資本営業利

益率においても、前年度２ ９７％に対し０ ３５ポイント低下し２ ６２％となっている。これは、. . .

定期預金利率（１年もの０ ４％程度）より高いほど収益性が良いとされており、本年度も経.

営成績が良好な状態と判断される。

( ) 財政状態3

本年度の財政状態を表す比較貸借対照表については別表５のとおりである。

ア 資産の状況

資産の期末在高は ７ １１３ ８２５ ６２８円で前年度より１３ ７８０ ９９９円増加し、増加率, , , , ,
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平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

総 収 益
総 費 用

営 業 収 益
営 業 費 用

営 業 利 益
平均経営資本

比 率 名

総収益対総費用比率（％）

営業収益対営業費用比率（％）

103.43

106.51

108.77

109.25

2.19 2.97経営資本営業利益率（％）

×１００

×１００

×１００ 2.62

算 式

1.74

105.62 105.90 109.12

108.50 108.34 111.15

2.24

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

経 常 収 益 （ １ ） 1,950,174,505 1,968,600,090 1,974,244,741 1,974,001,513 1,960,726,882

経 常 費 用 （ ２ ） 1,888,376,750 1,866,158,189 1,866,974,480 1,810,398,447 1,805,298,198

経常利益（１）－（２） 61,797,755 102,441,901 107,270,261 163,603,066 155,428,684

経常収支比率（％） 103.27 105.49 105.75 109.04 108.61

科 目

※ 経 常 収 支 比 率 の 推 移
（税抜）単位：円



は０ １９％である。.

増加した主な要因は、構築物、機械及び装置等の有形固定資産が減価償却により

１００ ５７７ ００８円（１ ９０％）減少したものの、現金預金等の流動資産が１１４ ２８４ ００７, , . , ,

円（１１ ３７％）増加したことによるものである。.

イ 負債の状況

負債の期末在高は４３３ ８９３ １２４円で前年度より６７ ５３５ ７６２円減少し、減少率はイ , , , ,

１３ ４７％である。.

これは、流動負債の未払金が７０ ５６７ ２７７円（２５ ６６％）減少したことが主な要因で, , .

ある。

ウ 資本の状況

資本金の期末在高は２ ７６５ ２５８ ８９７円で前年度より１５ ００７ ７６３円増加し、増加ウ , , , , ,

率は０ ５５％である。.

これは、借入資本金の企業債が１１６ ４２８ ９５４円（１６ ４１％）減少したものの、建設, , .

改良積立金の一部を取り崩し自己資本金に組み入れしたため、自己資本金の組入資

本金が１２７ ２３６ ７１７円（６ ９３％）増加したことによるものである。, , .

また、剰余金の期末在高は３ ９１４ ６７３ ６０７円で前年度より６６ ３０８ ９９８円の増加, , , , ,

で増加率は１ ７２％である。その内訳としては、資本剰余金が３５ １４３ ８５８円（１ ０３. , , .

％）、利益剰余金が３１ １６５ １４０円（７ １０％）それぞれ増加したことによるものである。, , .

エ 財政比率

水道事業の財政状態の良否を示す財政比率を算出すると、次表のとおりである。..

水道事業の支払能力を判断する流動比率は ４１４ ７８％で前年度より １１７ ０３ポ. .

イント上昇している。これは、流動資産である現金預金が前年度より１０７ ２９９ １１２円, ,

（１３ ３３％）増加し、流動負債の未払金が前年度より７０ ５６７ ２７７円（２５ ６６％）減少. , , .

したためである。

総資本中に占める自己資本の割合を示す自己資本構成比率は８５ ５６％で、前年し .

. ,度より２ ６１ポイント上昇している。これは、負債のうち、特に未払金が前年度より７０

, . ,５６７ ２７７円（２５ ６６％）減少していることや、今年度も経営成績の結果純利益（１５８

４０１ ８５７円）が発生したこと等で自己資本の一部である剰余金が前年度より６６ ３０, ,

８ ９９８円（１ ７２％）増加したこと等による。, .

また、長期健全性を示す固定資産対長期資本比率は８７ ５９％で前年度より２ ５４. .
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平成16年度平成17年度平成18年度平成19年度平成20年度

流 動 資 産
流 動 負 債

自 己 資 本
負債資本合計

固 定 資 産
長 期 資 本

（別表６の経営分析表を参照）

87.59

414.78

85.56

80.16 77.54 90.13

※ 長期資本＝資本金＋剰余金＋固定負債
※ 自己資本＝自己資本金＋剰余金

固 定 資 産 対
長期資本比率（％）

×１００ 82.82

297.75

自己資本構成比率（％） ×１００ 78.93 79.52 80.83 82.95

比 率 名 算 式

流 動 比 率 （ ％ ） ×１００ 689.25 687.43 892.38



ポイント低下しているが、これは、固定資産に対する資本の投下比を示すもので１００

％以下でより小さいほど良いとされている。

よって、本年度の各比率は、依然として良い数値を示しており、財政状態は良好で

あると判断される。

第４． む す び

１． 有収率について

配水された浄水のうち、料金として徴収される水量の割合を示す有収率を見てみると、１．

次のとおりである。

本年度の有収率は９６ ７９％で、前年度より０ ８９ポイント上昇し、県内１０市の中でも上位. .

に位置している。これは、管路マッピングシステムの稼動に伴い早目の漏水防止対策等に

取り組んだ結果によるものであり、高く評価したい。

今後とも、さらなる漏水防止対策を強化する等、なお一層経営努力を払い、有収率の向

上を図っていただきたい。

２． 不納欠損について

本年度の不納欠損は、件数で２３９件、金額では１ １３３ ８４０円となっている。２． , ,

その内訳は、平成１４年度分が３１件で１０２ ６００円、平成１５年度分が２０８件で１ ０３１ ２２． , , ,

４０円となっており、前年度と比較して、件数では４９件、金額では１９７ ３８０円の減少とな,

っている。不納欠損にする理由は転出先不明等によるものである。できるだけ不納欠損が

ないように滞納整理の改善等、抜本的な対策を講ずるよう努められたい。

３． その他財務事務監査等における指摘事項について

( ) 予定価格について1

平成２０年度の財務事務に関する定期監査において、予定価格は個別契約ごとに

設定することになっているが、複数の契約締結に対し一括して予定価格を設定して

執行した事案が見受けられた。

予定価格とは、地方公共団体が契約を締結するに際し、その契約金額を決定する

基準として長があらかじめ作成するものである。

予定価格の制限の範囲内、すなわち収入の原因となる契約にあっては、その予定

価格を最低とし、それ以上の価格で最高の入札をした者、また支出の原因となる契

約にあっては、その予定価格を最高として、それ以下の価格で入札した者のうち、

原則として最低の価格で入札した者をもって落札とするものであり、あらかじめ決

定された予定価格を基準として、自動的に決定することにより、競争の公正性を確

保しようとするものであるから、予定価格の設定は重要な意義を有する。したがっ

て、その決定に当たっては、常に厳正公平になされなければならない。

ゆえに、上記の予定価格の趣旨及び目的を十分理解し、契約の適正な執行を図っ

てもらいたい。
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平成15年度平成16年度平成17年度平成18年度平成19年度平成20年度

有 収 水 量
総 配 水 量

項 目

有収率（％） 93.67 96.7995.90

算 式

93.35 92.38×１００ 93.31



(２) 宜野湾市水道料金等収納及び受付事務委託契約について

本契約は、昼食時における水道料金等収納及び受付事務等の対応の必要性から平１．

成１６年度より、賃金職員から個人との委託契約に変更し業務に対する相当の経験性、知

識等を要することを理由として、３名の者を特定し、同一価格にて契約締結に至っている

が、３名に特定した合理的理由に乏しく、現下の厳しい雇用情勢等に鑑みれば、公募等

を行い、公平性・透明性を確保して採用するべきであると考える。

(３) 量水器検針業務委託契約について

本契約は、業務の正確性、迅速性や漏水等への対応の必要性等の理由により、１個２．

人と１法人を契約相手方に特定して随意契約で締結しているが、その理由や何故その

相手方なのか等について疑問があり、契約の執行に際しては透明性を図るべきである。
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